
一
定
以
上
所
得
者
の
２
割
負
担
は

来
年
１
月
か
ら
実
施

○老
老
人
医
療
制
度
の
医
療
費
の
自

己
負
担
額
は
１
割
で
す
が
、
来
年
１

月
か
ら
は
世
帯
状
況
お
よ
び
所
得
状

況
に
よ
り
自
己
負
担
が
１
割
ま
た
は

２
割
と
な
り
ま
す
。

１
月
か
ら
新
た
な
受
給
者
証
に

○老
老
人
医
療
受
給
者
に
は
12
月
末

に
負
担
区
分
を
明
記
し
た
新
た
な
受

給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

＊
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
同
じ
月

内
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
が
一
定
限
度
額
を
超
え
た
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
後
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
物

印
鑑
・
銀
行

の
通
帳
・
該
当
月
の
領
収
書
す
べ
て

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
高
齢
者
や

身
体
障
害
者
を
お
世
話
す
る
方
々
に
、

身
体
の
介
護
や
家
事
の
援
助
な
ど
が

で
き
る
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ

く
た
め
の
養
成
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
間

11
月
25
日
〜
平
成
15
年
２

月
21
日
（
10
日
間
計
50
時
間
。
研
修

は
平
日
昼
間
）

▼
募
集
人
数

30
人
（
先
着
順
）

▼
対
象

町
内
在
住
で
、
在
宅
介
護

に
熱
意
の
あ
る
方

▼
費
用

４
千
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

11
月

５
日
(火)
〜
15
日
(金)
ま
で
に
、
直
接
播

磨
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
。

1
０
７
９
４
（
３
５
）
１
７
１
２

10
月
１
日
よ
り
老
人
保
健
法
が
改

正
さ
れ
、
１
カ
月
の
自
己
負
担
限
度

額
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

町
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
収
入

額
に
よ
り
、
低
所
得
者
Ⅰ
と
Ⅱ
に
分

か
れ
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
書
」
の
発
行

を
し
ま
す
の
で
、
必
ず
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
認
定
書
が
な
い
と
減
額
さ

れ
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
１

旧
軍
人
・
軍
属
な
ど
と
し
て
戦
死

さ
れ
た
人
の
ご
遺
族
や
重
度
戦
傷
病

者
の
人
に
弔
慰
金
な
ど
が
支
給
さ
れ

て
い
ま
す
。

▼
弔
慰
金

260
万
円

▼
見
舞
金

400
万
円

巡
回
相
談
と
説
明
会

弔
慰
金
な
ど
の
支
給
に
つ
い
て
、

相
談
会
と
説
明
会
を
次
の
通
り
実
施

し
ま
す
。

▼
日
時

11
月
18
日
(月)
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

▼
場
所

兵
庫
県
職
員
会
館
２
階
204

号
（
神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
）

▼
問
い
合
わ
せ

兵
庫
県
県
民
生
活
部
福
祉
局
援
護
室

1
０
７
８
（
３
４
１
）
７
７
１
１

10
月
期
支
給
の
障
害
者
(児)
更
生
援

護
補
助
金
は
、
10
月
25
日
に
口
座
に

振
り
込
み
ま
し
た
。

個
人
あ
て
の
通
知
は
い
た
し
ま
せ

ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２
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支
援
費
制
度
利
用
の
流
れ
は
ど

の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
？

①
支
援
費
支
給
の
申
請

障
害
者
本
人
ま
た
は
家
族
の
人
が
、

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
、
役
場
健

康
福
祉
課
に
申
請
し
ま
す
。

②
調
査

本
人
の
障
害
程
度
や
介
護
の
必
要

度
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
。

③
支
援
費
支
給
の
決
定

支
援
費
の
支
給
が
必
要
と
認
め
ら

れ
た
場
合
、
支
給
の
決
定
を
し
、「
受

給
者
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

④
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

障
害
者
本
人
ま
た
は
家
族
の
人
が
、

選
択
し
た
事
業
者
や
施
設
と
契
約
を

結
び
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
ま
す
。

⑤
支
援
費
の
支
払
い

利
用
者
（
扶
養
義
務
者
）
は
、
そ

の
負
担
能
力
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
利

用
者
負
担
額
を
事
業
者
や
施
設
に
支

払
い
ま
す
。

「
受
給
者
証
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
す
か
？

受
給
者
証
に
は
、「
居
宅
受
給
者

証
」
と
「
施
設
受
給
者
証
」
の
２
種

類
が
あ
り
、
受
給
者
の
住
所
、
氏
名

お
よ
び
生
年
月
日
の
ほ
か
、
主
に
次

の
こ
と
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
量

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
支
給
決

定
さ
れ
た
支
給
量
。
１
カ
月
単
位
で

設
定
。（
居
宅
受
給
者
証
の
み
）

●
障
害
程
度
区
分

本
人
の
障
害
程
度
や
介
護
状
況
に

応
じ
て
決
定
さ
れ
た
３
段
階
の
障
害

区
分
。（
施
設
受
給
者
証
の
み
）

●
支
給
期
間

受
給
者
証
の
有
効
期
限
。
再
度
申

請
し
、
支
給
決
定
を
受
け
る
と
継
続

し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

●
利
用
者
負
担
額

本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
サ
ー

ビ
ス
費
用
の
一
部
負
担
額
。

障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い

と
支
援
費
制
度
は
受
け
ら
れ
な
い
の

で
す
か
？

原
則
と
し
て
、
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い

る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
知
的
障

害
者
お
よ
び
児
童
に
つ
い
て
は
、
手

帳
を
所
持
し
て
い
な
い
人
で
も
障
害

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
支
援

費
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

支
援
費
制
度
以
外
の
障
害
者
サ
ー
ビ

ス
は
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
精
神
障
害
者
に
つ
い
て

は
制
度
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

支
援
費
制
度
に
移
行
し
な
い
サ

ー
ビ
ス
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？

障
害
者
の
制
度
す
べ
て
が
支
援

費
制
度
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、

従
来
ど
お
り
の
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
も
あ
り
ま
す
。
支
援
費
制
度
に
移

行
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
広
報
10
月
号
に

掲
載
し
た
通
り
で
す
が
、
移
行
し
な

い
サ
ー
ビ
ス
は
、
補
装
具
の
交
付
・

修
理
、
日
常
生
活
用
具
の
給
付
、
住

宅
改
造
費
の
助
成
、
手
話
通
訳
者
・

要
約
筆
記
者
の
派
遣
、
小
規
模
作
業

所
（
小
規
模
通
所
授
産
施
設
含
む
）、

児
童
施
設
入
所
・
通
所
な
ど
で
す
。

そ
の
他
、
手
当
の
申
請
や
、
交
通
費
・

公
共
料
金
の
割
引
な
ど
は
従
来
通
り

で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２
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▲写っている方に写真または画像データ
を差しあげます。企画調整課まで。

■役場・教育委員会�
　10794-35-0355　○F 35-3398�
■健康いきいきセンター�
　10794-35-5578　○F 35-5227�
■福祉しあわせセンター�
　10794-35-1712　○F 36-5610�
■デイサービスセンター�
　10794-37-6155　○F 37-0065�
■加古川総合保健センター�
　10794-29-2923　○F 29-6300�
■播磨ふれあいの家�
　10796-78-1481　○F 78-1482

11
月
の
相
談

消
費
生
活
相
談

▼
日
時

毎
週
月
曜
日

午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所

中
央
公
民
館

▼
問
い
合
わ
せ
　
産
業
生
活
課

（
当
日
、
電
話
で
の
相
談
も
可
）

法
律
相
談
（
予
約
が
必
要
）

▼
日
時
　
第
２
・
４
月
曜
日

午
後
６
時
〜
８
時

▼
場
所
・
申
し
込
み
　
中
央
公
民
館

事
前
予
約
が
必
要
（
申
込
順
。
電

話
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
）

心
配
ご
と
相
談

▼
日
時

毎
週
火
曜
日

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所

福
祉
し
あ
わ
せ
セ
ン
タ
ー

人
権
相
談

▼
日
時

11
月
12
日
(火)

午
後
１
時
〜
３
時

▼
場
所
　
福
祉
し
あ
わ
せ
セ
ン
タ
ー

行
政
相
談

▼
日
時

11
月
25
日
(月)

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

▼
場
所

中
央
公
民
館

福
祉
相
談

民
生
委
員
児
童
委
員
に
よ
る
福
祉

全
般
に
わ
た
る
相
談
日
で
す
。

▼
日
時

毎
週
水
曜
日

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

▼
場
所

福
祉
し
あ
わ
せ
セ
ン
タ
ー

身
体
障
害
者
相
談

左
記
の
相
談
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
員
】（
敬
称
略
）

▽
岡
部
房
枝
【
東
本
荘
１
丁
目
14
の
９
】

1
０
７
９
４
（
３
７
）
２
３
２
８

6
０
７
９
４
（
３
７
）
６
５
５
２

▽
徳
次
歳
弘
【
北
本
荘
１
丁
目
５
の
28
】

1
・
6
０
７
９
４
（
３
５
）
５
０
２
９

▽
立
田
範
男
【
二
子
169
番
地
の
２
】

1
・
6
０
７
８
（
９
４
２
）
７
９
９
４

子
ど
も
の
悩
み
相
談

▼
日
時

毎
週
（
月
・
火
・
木
・
金
）

午
後
１
時
〜
５
時

▼
場
所

役
場
第
２
庁
舎
３
階
ふ
れ

あ
い
ル
ー
ム

▼
電
話
で
の
相
談
も
可

1
０
７
９
４
（
３
７
）
４
１
４
１

母
子
家
庭
相
談
（
予
約
が
必
要
）

▼
日
時

11
月
７
日
(木)
と
21
日
(木)

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
場
所
・
申
し
込
み

地
域
福
祉
課

子
育
て
相
談

◎
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
日
時

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
電
話
相
談
・
問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

1
０
７
８
（
９
４
４
）
０
７
１
７

◎
子
育
て
学
習
セ
ン
タ
ー

▼
日
時

毎
週
火
曜
日
〜
土
曜
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
電
話
相
談
・
問
い
合
わ
せ

子
育
て
学
習
セ
ン
タ
ー

1
０
７
９
４
（
３
７
）
４
１
８
８

※
来
所
相
談
に
は
、
両
方
と
も
事
前

問
い
合
わ
せ
が
必
要
で
す
。

お
く
や
み

【
９
月
届
出
分
】

氏
　
名
（
敬
称
略
）

大
西
　
た
け
の

佐
伯
　
正
雄

中
西
　
し
ず
ゑ

渡
辺
　
ス
ミ
子

町
　
名

東
本
荘

野

添

古

田

野

添

年
齢90857572

広報はりま2002.11 広報はりま2002.11

福
　
祉

○老
老
人
医
療
（
対
象
は
65
歳

以
上
70
歳
未
満
の
人
）
の
変
更

老
人
保
健
受
給
者
の
方
の
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
書
」
の
申
請

区分�

低所得者�
Ⅱ�

世帯員全員が�
町民税非課税の人�

　世帯員全員が町民税�
　非課税　かつ�
●夫婦２人の収入額が�
　年金収入のみで130�
　万円以下の人�
●単独世帯で収入額が�
　年金収入のみで65�
　万円以下の人�

8,000円�

15,000円�15,000円�300円�

24,600円�24,600円�
650円�
（91日以降�
  500円）�

低所得者�
Ⅰ�

自己負担限度額（1カ月）�

外来� 入院� 世帯単位�（入院＋外来）�
該当基準�

入院時�
食事代�
（1日）�

播
磨
町
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

３
級
養
成
研
修

朝
鮮
半
島
・
台
湾
出
身
の
旧

軍
人
・
軍
属
な
ど
で
あ
っ
た

人
と
そ
の
遺
族
の
皆
様
へ

障
害
者
(児)
更
生
援
護
補
助
金

の
振
り
込
み

日　時　11月16日（土）午後1時30
分～4時（受付は1時～）�

場　所　加古川市民会館�
内　容�

　・人形劇「パパママいっしょにあそぼ」�
　・基調講演　「家族と子育て」�
　・聖マリア総合医療センター副院長�
　　　　　　　　　橋本　武夫先生�
　・パネルディスカッション�
　　「我が家の子育て」�
参加費　無料�
申し込み・問い合わせ�
　加古川市加古郡医師会事務局�
　10794（21）4301�
　60794（21）4303�
※託児希望（3歳以上）の人は、子ども
の年齢もお知らせください。�

子育てフォーラム�
～生き生きママ・それ行けパパ～�

　「口から始まる健康づくり」をテー
マに歯の無料相談や歯磨き指導、ステ
ージでのアトラクションなど楽しみな
がら学びます。�
日　時　11月10日（日）�
　　　　午後1時～4時�
場　所　加古川ニッケパークタウン�
問い合わせ　播磨歯科医師会事務局�
　　　　　　10794（35）5005

いい歯いきいき健康フェア�

日　時　11月1日（金）午後1時～3時�
場　所　播磨町商工会館２階�
対　象　商工業者�
費　用　無料�
申し込み・問い合わせ�

　播磨町商工会�
　10794（35）1630

経　営　相　談�

Ａ Ｑ

Ａ Ｑ

Ａ Ｑ

Ａ Ｑ

来
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
新
し
い
障
害
者
福
祉
制
度
「
支
援

費
制
度
」
の
概
要
に
つ
い
て
、
前
月
号
広
報
に
も
掲
載
い
た
し
ま
し

た
が
、
今
月
か
ら
「
支
援
費
制
度
学
習
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
、
制
度

に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
詳
し
く
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